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区長選挙の投・開票速報は２月１日（日）に
区のホームページでお伝えします

千代田区長選挙 千代田区長選挙 午前7時～午後8時 
2月1日（日） 

投
票
で
き
る
方

投
票
で
き
る
方
は
、
平
成
元
年
2

月
2
日
以
前
に
生
ま
れ
、
平
成
20
年

10
月
24
日
ま
で
に
転
入
の
届
出
を

し
、
投
票
す
る
日
ま
で
引
き
続
き
千

代
田
区
に
住
所
を
有
し
て
い
る
方
で

す
。

※
平
成
20
年
10
月
25
日
以
降
に
転
入

届
を
出
し
た
方
や
投
票
す
る
前
に

千
代
田
区
外
へ
転
出
し
た
方
は
投

票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

投
票
所
入
場
整
理
券
を

忘
れ
ず
に

投
票
所
入
場
整
理
券
は
有
権
者
個

人
ご
と
に
郵
送
し
ま
す
。
投
票
す
る

と
き
は
入
場
整
理
券
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
忘
れ
た
り
紛
失
し
た
り
し
て

し
ま
っ
た
場
合
は
投
票
所
の
係
員
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
所
は
区
内
16
か
所

投
票
日
当
日
は
、
指
定
さ
れ
た
投

票
所
以
外
で
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

投
票
所
入
場
整
理
券
で
自
分
の
投
票

所
（
2
面
参
照
）
を
確
認
し
、
投
票

所
へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

※
1
月
20
日
以
降
に
区
内
で
転
居
の

届
出
を
し
た
方
は
、
転
居
前
の
投

票
所
で
投
票
し
ま
す
。

和
泉
小
の
投
票
所
を

変
更

和
泉
小
学
校
が
校
庭
改
修
中
の
た

め
、
第
15
投
票
所
が
ち
よ
だ
パ
ー
ク

サ
イ
ド
プ
ラ
ザ
（
7
階
会
議
室
）
に

変
更
に
な
り
ま
す（
2
面
参
照
）。
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

投
票
日
に
投
票
所
へ

行
け
な
い
方

期
日
前
投
票

投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な
ど

で
投
票
所
へ
行
け
な
い
見
込
み
の
方

は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

期
日
前
投
票
を
す
る
と
き
は
、
投

票
所
入
場
整
理
券
を
持
っ
て
（
届
い

て
い
な
い
方
は
不
要
）
期
日
前
投
票

所
＝
下
図
表=
で
投
票
用
紙
請
求
書

２
月
１
日
（日）
に
、
任
期
満
了
に
伴
う
千
代
田
区
長
選
挙

が
行
わ
れ
ま
す
。

明
日
の
区
政
を
託
す
人
を
選
ぶ
選
挙
で
す
。
大
切
な
一

票
を
無
駄
に
せ
ず
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

1
５
２
１
１
―
４
２
６
８

（
宣
誓
書
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

不
在
者
投
票

不
在
者
投
票
の
方
法
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
指
定
病
院
で
の
不
在
者
投
票

指
定
病
院
等
に
入
院
中
で
、
投
票

日
当
日
に
投
票
で
き
な
い
方
は
、
指

定
病
院
等
で
不
在
者
投
票
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
他
の
区
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
で
の
不
在
者
投
票

投
票
日
当
日
お
よ
び
期
日
前
投
票

期
間
に
、
出
張
や
旅
行
な
ど
で
千
代

田
区
外
に
滞
在
し
て
い
る
方
は
、
滞

在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者

投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
投

票
用
紙
請
求
の
手
続
き
は
、
事
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
ま
た
は
介
護
保
険
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
で
、
障
害
や
要
介
護
度
の
程

度
が
定
め
ら
れ
た
等
級（
2
面
参
照
）

に
該
当
す
る
方
は
、
郵
便
等
で
不
在

者
投
票
が
で
き
ま
す
。
こ
の
制
度
を

利
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
選
挙
管

理
委
員
会
に
申
請
し
て
、
郵
便
等
投

票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
郵
便
等
投
票
証
明
書
の

交
付
に
は
日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。選

挙
公
報

立
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見

な
ど
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
は
、
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
有
権

者
の
各
世
帯
に
郵
送
し
ま
す
。

※
選
挙
公
報
は
出
張
所
な
ど
の
区
の

施
設
に
も
置
い
て
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

2
月
12
日
・
13
日

環
境
や
地
球
温
暖
化
対
策
を

考
え
る
イ
ベ
ン
ト

2
月
は
省
エ
ネ
月
間
で
す
。
地

球
温
暖
化
防
止
な
ど
区
で
環
境

活
動
に
か
か
わ
る
企
業
や
大
学
、

N
P
O
等
の
活
動
を
紹
介
す
る

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

次
の
世
代
に
良
好
な
環
境
を

残
し
、
希
望
や
夢
の
バ
ト
ン
を

渡
す
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
仕

組
み
が
あ
れ
ば
千
代
田
区
の
約

85
万
人
の
「
わ
た
し
」
を
動
か

す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

千
代
田
区
に
か
か
わ
る
す
べ

て
の
方
で
、
楽
し
み
な
が
ら
一

緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

企
業
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
展
示
と
ミ
ニ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
わ
た
し
』
を

動
か
す
い
ろ
い
ろ
な
し
く
み
」

と
き

2
月
12
日
（木）
午
前
11
時

〜
午
後
5
時

法
政
大
学
Ｃ
Ｅ
Ｓ
研
究
ゼ
ミ
報

告
会
「
他
人
事
か
ら
自
分
事
へ

〜
個
人
の
環
境
配
慮
行
動
の
促

進
〜
」

と
き

2
月
13
日
（金）
午
後
1
時

30
分
〜
4
時

問
合
せ

Ｃ
Ｅ
Ｓ
推
進
協
議
会

1
３
２
９
５
―
２
０
８
７

info@
chiyoda-ces.jp

区
長
選
挙
の
投
票
所
・
郵
便
投
票
で
き
る
方
の
要
件
は

２
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼期日前投票所（どの会場でも投票できます） 

千代田区役所 
４階選挙管理委員会室 
（九段南１―２―１） 

o町区民館 
洋室C 
（o町２―８） 
 
和泉橋区民館 
２階洋室A 
（神田佐久間町１―１１） 

１月２６日（月）～３１日（土） 
午前８時３０分～午後８時 

期日前投票のできる期間 会　　場 

▲平成20年度「明るい選挙」啓発作品コンクール
千代田区明るい選挙推進協議会会長賞
篠原瑞帆さん（神田一橋中学校）

Ｃ
Ｅ
Ｓ
環
境
フ
ェ
ス
タ
2
0
0
9

千
代
田
エ
コ
シ
ス
テ
ム
で
「
わ
た
し
」を
動
か
す

千代田区が独自につく
った環境配慮行動の仕組
みで「千代田エコシステ
ム（ C h i y o d a E c o
System）」の略称です。
このシステムは個人で
の活動やISO14001に比べ
て、その取得と維持にか
かる事務手続きや経費を
大幅に簡素化・削減した
ものです。
区民や事業者の皆さん
の参加をお待ちしていま
す。詳しくは、CES推進
協議会（13295―2087）へ
お問い合わせください。

CESとは 温
暖
化
に
関
す
る
問
題
を
広

く
区
民
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い

た
だ
く
た
め
、
作
家
の
石
川
英

輔
さ
ん
＝
写
真
＝
が
、
ほ
ぼ
完
全

な
循
環
型
社
会
で
あ
っ
た
江
戸

時
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
や
環

境
問
題
に
つ
い
て
講
演
し
ま
す
。

と
き

2
月
12
日
（木）
午
後
6
時

30
分
〜
8
時

定
員

100
名
（
申
込
順
）

申
込
み

2
月
5
日
（木）
ま
で
に

電
話
で
環
境
・
温
暖
化
対
策

課
地
球
温
暖
化
対
策
係
（
1

５
２
１
１
―
４
２
５
３
）へ
。

石
川
英
輔
さ
ん
講
演
会

「
大
江
戸
え
ね
る
ぎ
ー
事
情
」

―
い
ず
れ
も
―

会
場

区
民
ホ
ー
ル
（
区
役
所
1
階
）

シーイーエス
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広　　告

今
年
も
確
定

申
告
の
時
期
が

近
づ
い
て
き
ま

し
た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、

無
資
格
者
（
い
わ
ゆ
る
「
に
せ

税
理
士
」
や
「
に
せ
税
理
士
法

人
」）
が
税
金
に
関
す
る
書
類
の

作
成
や
相
談
を
行
う
ケ
ー
ス
が

増
え
て
き
ま
す
。

無
資
格
者
が
こ
れ
ら
の
行
為

を
行
う
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
専
門

的
な
知
識
が
欠
け
て
い
る
た
め
、

依
頼
者
が
思
わ
ぬ
損
害
を
受
け

る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

税
理
士
会
は
、
こ
の
よ
う
な

違
法
行
為
の
予
防
や
排
除
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

確
定
申
告
や
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

イ

ー

タ

ッ

ク

ス

の

代
理
送
信
（
依
頼
者
の
電
子
証

明
書
不
要
）
を
依
頼
す
る
と
き

は
、
正
規
の
資
格
を
持
っ
た
税

理
士
に
頼
み
ま
し
ょ
う
。

税
理
士
は
、
税
理
士
証
票
を

携
帯
し
、
税
理
士
バ
ッ
ジ
＝
写

真
＝
を
着
用
し
て
い
ま
す
。
不

審
に
思
っ
た
ら
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

問
合
せ

東
京
税
理
士
会

1
３
３
５
６
―
４
４
６
７

h
ttp

:/
/
w
w
w
.

tokyozeirishikai.or.

jp

投票区 投　票　所　名 所　　在　　地 

区長選挙投票所一覧表 
管　　轄　　区　　域 

１ 
 

２ 
 

３ 
 

４ 
 

５ 
 

６ 
 

７ 
 

８ 
 

９ 
 

１０ 
 

１１ 
 

１２ 
 

１３ 
 

１４ 
 

１５ 
 

１６ 

 

平河町２―７―４ 
 

o町２―８ 
 

六番町８ 
 

三番町１６ 
 

富士見１―６―７ 
 

九段南１―２―１ 
 

神田神保町２―４０ 
 

猿楽町１―１―１ 
 

神田錦町３―１０ 
 

神田淡路町２―１５ 
 

神田司町２―１６ 
 

鍛冶町２―４―２ 
 

神田須田町２―１７ 
 

岩本町２―１５―３ 
 

神田和泉町１ 
 

外神田３―４―７ 
 

永田町１・２丁目、平河町１・２丁目、隼町、霞が関１～３丁目 千代田保健所o町庁舎 
 

o 　 町 　 区 　 民 　 館 
 

番 町 小 学 校  
 

九 段 小 学 校  
 

富 士 見 区 民 館  
 

千 代 田 区 役 所  
 

神 保 町 区 民 館  
（ 神 保 町 ひまわり館 ） 

お 茶 の 水 小 学 校  
 

千 代 田 保 健 所  
 

神 田 保 育 園  
 

千 代 田 小 学 校  
（ 神 田 さ く ら 館 ） 

旧 今 川 中 学 校  
 

ふ れ あ い 会 館  
 

岩本町ほほえみプラザ  
 

ちよだパークサイドプラザ 
＝ 左 上 図 表 参 照 ＝  

昌 平 小 学 校  
( 昌 平 童 夢 館 ） 

o町１～４丁目、紀尾井町（１～５番）、一番町、二番町 

o町５・６丁目、紀尾井町（６・７番）、五番町、六番町 

三番町、四番町、九段南２～４丁目、九段北２～４丁目 

飯田橋１～４丁目、富士見１・２丁目、 
九段北１丁目８～１０・１２（８～１９号）・１５番 

大手町１・２丁目、丸の内１～３丁目、 有楽町１・２丁目、内幸町１・２丁目、日比谷公園、皇居外苑、千代田、
九段南１丁目、九段北１丁目１～７・１１・１２ （１～７・２０～３０号）・１３・１４番、北の丸公園、一ツ橋１丁目 

三崎町１～３丁目、西神田１～３丁目、 
神田神保町２丁目（偶数番地）、神田神保町３丁目 

神田駿河台１・２丁目、猿楽町１・２丁目、神田神保町１丁目、神田神保町 
２丁目（奇数番地）、一ツ橋２丁目、神田小川町３丁目８～２２（偶数番地） 

神田駿河台３・４丁目、神田小川町１・２丁目、神田小川町３丁目 
１～７・９・１１・１３・１５・１７・１９・２１・２３～２８、神田錦町１～３丁目 

神田須田町１丁目、神田淡路町１・２丁目 

神田鍛冶町３丁目、神田多町２丁目、神田司町２丁目、 
神田美土代町、内神田１～３丁目 

鍛冶町１・２丁目、神田紺屋町、神田富山町、神田北乗物町、
神田西福田町、神田美倉町、神田東紺屋町 

神田須田町２丁目、神田岩本町、神田東松下町 

東神田１・２丁目、岩本町１～３丁目 

神田平河町、神田和泉町、神田松永町、神田練塀町、神田花岡町、 
神田相生町、神田佐久間町１～４丁目、神田佐久間河岸、東神田３丁目 

外神田１～６丁目 

１面より 

※第１５投票所は、和泉小学校が校庭改修のため、ちよだパークサイドプラザ７階に変更します。 

第１５投票所 

ちよだパーク 
サイドプラザ 
（7階） 

台東区 

佐久間学校通り 

入
谷 

上
野 

首
都
高
速 

昭
和
通
り 

清
洲
橋
通
り 

秋葉原駅東口 浅草橋 

和
泉
公
園 

和泉 
小学校 

神
田 

対象となる方 

特別項症、 
第１項症、 
第２項症、 
第３項症 

特別項症、 
第１項症、 
第２項症 

１級、２級、３級 

１級、３級 

１級、２級 

区　　分 

郵便等による不在者投票ができる方 

心臓、腎臓、呼吸器、 
ぼうこう、直腸、 
小腸の障害 

両下肢、 
体幹の障害 

免疫の障害 

心臓、腎臓、呼吸器、 
ぼうこう、直腸、 
小腸の障害 

両下肢、体幹、 
移動機能の障害 

「要介護５」である者として 
記載されている方 

身体障害者 
手帳を 
お持ちの方 

戦傷病者 
手帳を 
お持ちの方 

介護保険の 
被保険者証を 
お持ちの方 

税
金
の
こ
と
は
税
理
士
に

く

ら

し

の

安

全

安

心

・
私
た
ち
の
身
近
な
温
暖
化
対

策
行
動
が
、
具
体
的
に
ど
れ
だ

け
の
効
果
を
も
た
ら
す
か
を
ご

存
じ
で
す
か
。
今
回
か
ら
、
行

動
の
年
間
効
果
を
紹
介
し
て
い

き
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
行
動
の
積
み

重
ね
が
大
き
な
効
果
を
生
み
ま

す
。
み
ん
な
で
身
近
な
温
暖
化

対
策
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

１
週
間
で
16
㎞
、
車
の
運
転
を

控
え
る

通
勤
・
通
学
や
買
い
物
な

ど
、
お
出
か
け
の
際
に
は
バ
ス

や
鉄
道
、
自
転
車
を
利
用
し
ま

し
ょ
う
。
歩
い
た
り
自
転
車
に

乗
っ
た
り
す
る
方
が
、
健
康
に

も
役
立
ち
ま
す
。

家
族
は
同
じ
部
屋
で
団
ら
ん

し
、
冷
暖
房
と
照
明
の
利
用
を

２
割
減
ら
す

家
族
が
別
々
の
部
屋
で
過
ご

す
と
、
冷
暖
房
も
照
明
も
余
計

に
必
要
に
な
り
ま
す
。
家
族
は

同
じ
部
屋
で
団
ら
ん
し
、
過
度

な
冷
暖
房
や
照
明
の
利
用
を
控

え
ま
し
ょ
う
。

―
全
国
地
球
温
暖
化
防
止
活
動

推
進
セ
ン
タ
ー
よ
り
―

問
合
せ

環
境
・
温
暖
化
対
策

課
地
球
温
暖
化
対
策
係

1
５
２
１
１
―
４
２
５
３

年
間
の
C
O2
削
減
効
果

約
240
㎏

年
間
で
約
１
万
１
千
円

の
節
約

年
間
の
C
O2
削
減
効
果

約
185
㎏

年
間
で
約
８
千
円
の
節

約

22

行
動
の
年
間
効
果
①
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主
な
所
得
控
除
に
は
、
社
会
保
険

料
控
除
、
医
療
費
控
除
が
あ
り
ま
す
。

証
明
書
や
確
認
書
な
ど
必
要
書
類
を

そ
ろ
え
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

平
成
20
年
の
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保
険
、
長
寿

（
後
期
高
齢
者
）
医
療
、
国
民
年
金
、

介
護
保
険
の
保
険
料
は
、
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
で
す
。
年
金
か
ら
引

か
れ
て
い
る
保
険
料
や
家
族
の
分
を

支
払
っ
た
場
合
も
、
確
定
申
告
で
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ

国
民
健
康
保
険
料
＝
（区）
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

1
５
２
１
１
―
４
２
０
４

長
寿
（
後
期
高
齢
者
）
医
療
＝

（区）
保
険
年
金
課
後
期
高
齢
者
医

療
係

1
５
２
１
１
―
４
２
０
６

国
民
年
金
保
険
料
＝
千
代
田
社
会

保
険
事
務
所

1
３
２
６
５
―
４
３
８
６

介
護
保
険
料
＝
（区）
高
齢
介
護
課

介
護
保
険
係

1
５
２
１
１
―
４
２
２
４

■
国
民
年
金
保
険
料
は
控
除
証
明
書

の
添
付
を

社
会
保
険
庁
は
、
９
月
30
日
ま
で

に
納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額

を
証
明
す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
を
、

11
月
上
旬
に
送
付
し
ま
し
た
。
確
定

申
告
の
際
は
、
こ
の
証
明
書
と
10
月

１
日
以
降
に
納
付
し
た
保
険
料
の
領

収
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
め
て
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
へ
、
２

月
上
旬
に
「
控
除
証
明
書
」
を
送
付

す
る
予
定
で
す
。

紛
失
等
に
よ
る
再
発
行
な
ど
控
除

証
明
書
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
控

除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

1
０
５
７
０
―
０
７
０
―
１
１
７

※
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
1

０
３
―
６
７
４
８
―
８
８
８
２

（「
０
３
」
が
な
い
と
つ
な
が
り
ま

せ
ん
）
へ
。

■
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
医
療
費

控
除

介
護
保
険
を
利
用
し
た
と
き
に
支

払
っ
た
自
己
負
担
額
に
は
、
医
療
費

控
除
の
対
象
に
な
る
も
の
が
あ
り
ま

す
（
介
護
予
防
の
同
等
サ
ー
ビ
ス
も

対
象
）。
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業

所
等
の
発
行
す
る
領
収
書
で
確
認
で

き
ま
す
。

控
除
対
象

①
医
療
系
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
看

護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

居
宅
療
養
管
理
指
導
、
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
短
期
入
所
療

養
介
護
）
の
自
己
負
担
額

②
医
療
系
居
宅
サ
ー
ビ
ス
と
合
わ
せ

て
利
用
し
た
訪
問
介
護
（
身
体
介

護
の
み
）・
夜
間
対
応
型
訪
問
介

護
・
訪
問
入
浴
介
護
・
通
所
介

護
・
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
・

短
期
入
所
生
活
介
護
・
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
の
自
己
負
担
額

③
介
護
保
険
施
設
に
入
院
・
入
所
し

た
場
合
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自

己
負
担
額
と
食
費
・
居
住
費
の
自

己
負
担
額
の
合
計
額
（
地
域
密
着

型
を
含
む
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
場
合
は
合
計
額
の
２
分
の
１
の

額
）

問
合
せ

高
齢
介
護
課
介
護
事
業
指

定
係

1
５
２
１
１
―
４
３
３
６

■
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

医
師
の
発
行
す
る
「
お
む
つ
使
用

証
明
書
」
の
代
わ
り
に
、
区
が
発
行

す
る
「
確
認
書
」
で
も
医
療
費
控
除

が
認
め
ら
れ
ま
す
。

対
象

平
成
19
年
に
支
払
っ
た
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
す
で
に
受

け
、
引
き
続
き
平
成
20
年
も
お
む

つ
代
を
支
払
っ
た
方

※
確
認
書
は
介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
に
使
用
し
た
主
治
医
意
見
書
で

「
寝
た
き
り
状
態
で
あ
り
、
尿
失

禁
の
発
生
の
可
能
性
が
確
認
で
き

る
場
合
」
に
限
り
発
行
し
ま
す
。

問
合
せ

高
齢
介
護
課
介
護
保
険
係

1
５
２
１
１
―
４
２
２
５

■
要
介
護
高
齢
者
へ
の
税
法
上
の
障

害
者
控
除

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
65
歳
以
上
の
区
内
在
住

者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
に
、
税
法
上
の
障
害
者
控
除
や
特

別
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た

め
の
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。

対
象

①
障
害
の
程
度
が
精
神
障
害
者
、
知

的
障
害
者
ま
た
は
身
体
障
害
者
に

準
ず
る
と
区
が
認
定
し
た
方

②
起
き
て
い
る
こ
と
が
困
難
で
複
雑

な
介
護
を
要
す
る
寝
た
き
り
高
齢

者
と
区
が
認
定
し
た
方

申
請
場
所

高
齢
介
護
課
（
区
役
所

３
階
）

申
請
に
必
要
な
も
の

障
害
者
控
除

対
象
者
申
請
書
（
高
齢
介
護
課
で

配
布
）、
申
請
者
の
ハ
ン
コ
、
申

請
者
を
確
認
で
き
る
も
の
（
健
康

保
険
証
、
運
転
免
許
証
等
）、
対

象
者
の
介
護
保
険
証
の
写
し

問
合
せ

高
齢
介
護
課
相
談
係

1
５
２
１
１
―
４
２
２
１

確
定
申
告
書
は
自
分
で
記
入
し
、

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告

書
の
作
成
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
の
利
用
が
便
利
で
す
。

■
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

イ

ー

タ

ッ

ク

ス

）

国
税
の
申
告
や
納
税
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
行
え
ま
す
。
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ

で
所
得
税
の
申
告
を
行
う
と
、
最
高

５
千
円
の
税
額
控
除
（
平
成
19
年
分

で
控
除
を
受
け
た
方
を
除
く
）
や
添

付
書
類
の
省
略
、
還
付
処
理
の
短
縮

な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（http://w

w
w
.e-tax.nta.go.jp

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
申
告
書
の
作
成
・
提
出
は
東
京
国

税
局
へ

f
町
・
神
田
両
税
務
署
管
内
の
申

告
書
作
成
会
場
は
、
東
京
国
税
局

（
大
手
町
１
―
３
―
３
大
手
町
合
同
庁

舎
３
号
館
１
階
共
用
講
堂
）
で
す
。

会
場
で
は
申
告
書
用
紙
を
配
布
し
て

い
る
ほ
か
、

・
税
務
署
員
と
税
理
士
に
よ
る
申
告

書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス

・
申
告
書
を
自
動
作
成
で
き
る
パ
ソ

コ
ン
の
利
用

・
申
告
書
の
提
出
（
納
税
地
が
千
代

田
区
内
の
場
合
）

な
ど
が
で
き
ま
す
。

期
間

２
月
16
日
（月）
〜
３
月
16
日

（月）
９
時
〜
17
時（
土
・
日
を
除
く
。

た
だ
し
、
２
月
22
日
（日）
・
３
月
１

日
（日）
は
開
場
し
ま
す
）

※
期
間
中
、
f
町
・
神
田
両
税
務
署

に
申
告
書
作
成
会
場
は
設
置
し
て

い
ま
せ
ん
（
申
告
用
紙
の
配
布
・

受
付
は
行
い
ま
す
）。

■
所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方

▼
平
成
20
年
分
の
各
種
所
得
金
額
の

合
計
額
か
ら
基
礎
控
除
な
ど
の
所

得
控
除
を
差
し
引
い
た
金
額
を
基

に
計
算
し
た
税
額
が
、
配
当
控
除

額
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額

の
合
計
額
を
超
え
る
方

▼
給
与
所
得
の
あ
る
方

①
給
与
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超

え
る
方

②
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
、
給
与

所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種
の

所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を

超
え
る
方

③
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
、

年
末
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の

収
入
金
額
と
給
与
所
得
や
退
職
所

得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合

計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

④
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族
な

ど
で
、
そ
の
同
族
会
社
か
ら
の
給

与
の
ほ
か
に
、
貸
付
金
の
利
息
や

不
動
産
の
賃
貸
料
な
ど
の
支
払
い

を
受
け
た
方

⑤
災
害
減
免
法
に
よ
り
源
泉
徴
収
税

額
の
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受
け
た

方
⑥
在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務
す
る
な

ど
、
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
際

に
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
方

▼
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
あ

る
方

▼
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
退
職
所
得
の

あ
る
方

▼
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の

繰
越
控
除
の
特
例
を
受
け
る

方■
贈
与
税
の
申
告

平
成
20
年
中
に
個
人
か
ら

年
間
110
万
円
を
超
え
る
財
産

を
譲
り
受
け
た
方
や
「
相
続

時
精
算
課
税
」
を
選
択
し
た

方
が
対
象
で
す
。

■
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方
消

費
税
の
申
告

基
準
期
間
（
平
成
18
年
分
）
の
課

税
売
上
が
１
千
万
円
を
超
え
る
方
や

「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届
出
書
」

を
提
出
し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

■
法
定
調
書
・
給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
を

平
成
20
年
中
に
給
与
や
報
酬
等
を

支
払
っ
た
法
人
・
個
人
事
業
者
は
、

法
定
調
書
と
合
計
表
を
２
月
２
日
（月）

ま
で
に
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
や
Ｃ
Ｄ
・
Ｄ
Ｖ

Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
・
Ｍ
Ｏ
で
の
提
出
も
で
き

ま
す
。

※
給
与
支
払
報
告
書
・
特
別
徴
収
票

は
、
受
給
者
が
１
月
１
日
現
在
居

住
し
て
い
る
区
市
町
村
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
確
定
申
告
の
無
料
相
談

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
相
談
会

（
譲
渡
所
得
、
贈
与
税
を
除
く
）
を

行
い
ま
す
＝
上
図
表
＝
。

※
税
理
士
に
申
告
書
の
作
成
を
依
頼

し
て
い
る
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
な
ど
は
、
還
付
の
申
告
が
で
き

ま
す
。

①
給
与
所
得
者
で
、
雑
損
控
除
や

医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、

（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
（
年
末
調
整
で

控
除
を
受
け
て
い
る
場
合
を
除

く
）、
政
党
等
寄
附
金
特
別
控

除
、
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除
、

電
子
証
明
書
等
特
別
控
除
な
ど

を
受
け
る
場
合

②
平
成
20
年
中
に
中
途
退
職
し
た

後
、
他
の
所
得
が
な
か
っ
た
方

で
、
給
与
所
得
に
つ
い
て
年
末

調
整
を
受
け
て
い
な
い
場
合

③
予
定
納
税
を
し
て
い
る
方
で
、

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
場
合

平平平平
成成成成
２２２２００００
年年年年
分分分分
確確確確
定定定定
申申申申
告告告告
はははは
おおおお
早早早早
めめめめ
にににに

◆
所
得
税
　
２
月
16
日
（月）
〜
３
月
16
日
（月）

◆
贈
与
税
　
２
月
２
日
（月）
〜
３
月
16
日
（月）

◆
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税

３
月
31
日
（火）
ま
で

問
合
せ

p
町
税
務
署
1
３
２
２
１
―
６
０
１
１

神
田
税
務
署
1
３
２
９
４
―
４
８
１
１

国
税
庁

h
ttp
://w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
額
を
控
除
し
き
れ
な
い
場
合
、

申
告
す
る
と
控
除
し
き
れ
な
か

っ
た
額
を
住
民
税
か
ら
控
除
で

き
ま
す
。

申
告
期
限

３
月
16
日
（月）

対
象

平
成
18
年
末
ま
で
に
入

居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方

申
告
方
法

▼
確
定
申
告
を
す
る
方

申
告
の

際
に
「
特
別
区
民
税
都
民
税

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
申
告
書
」
を
税
務
署
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
確
定
申
告
を
し
な
い
方

平
成

21
年
１
月
１
日
現
在
お
住
ま

い
の
区
市
町
村
に
源
泉
徴
収

票
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
税
務
課
（
区
役
所

２
階
）、
f
町
税
務
署
（
九
段

南
１
―
１
―
15
九
段
第
２
合
同

庁
舎
）、
神
田
税
務
署
（
神
田

錦
町
３
―
３
）
で
配
布
し
ま
す
。

問
合
せ

税
務
課
課
税
係

1
５
２
１
１
―
４
１
９
１

住
民
税
か
ら
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

確
定
申
告
で
税
金
が
戻
る
場
合
も

各
種
控
除
の
申
告
も
忘
れ
ず
に

都
税
の
申
告
は
６
面
へ

２月２日（月）～１３日（金） 
１０時～１８時 
（土・日・祝日を除く） 

２月１２日（木）・１３日（金） 
１０時～１６時 
（１２時～１３時を除く） 

２月１９日（木）・２０日（金） 
１０時～１６時 

２月１６日（月）～３月１６日（月） 
９時１５分～１７時 
（平日１２時～１３時、土・日・祝日を除く） 

２月２６日（木）・２７日（金） 
１０時～１５時３０分 

JR東京駅・動輪の広場 

東京税理士会o町支部
事務所（九段北１－３－６
セーキビル３階） 

東西線九段下駅管理
室隣通路 

東京国税局（大手町１－
３－３大手町合同庁舎３
号館１階共用講堂） 

飯田橋セントラルプラ
ザ区境ホール（飯田橋
４－１０－１） 

飯田橋 
（JRほか） 

九段下 
（地下鉄 
東西線ほか） 

東　京 
（JRほか） 

大手町、竹橋 
（地下鉄 
東西線ほか） 

と　き 会　場 最寄りの駅 

▼税理士による確定申告相談会の日程 



肩こりや腰痛の解消に効く、
簡単な運動の紹介とアロマリラ
クゼーションを行います。一人
ひとりにふさわしい健康づくり
と介護予防の進め方を話します。
※実技を行いますので、運動の
できる服装でおいでください。
とき ２月６日（金）午後２時～４
時
会場 いきいきプラザ一番町地
下１階カスケードホール
定員 50名（申込順）
講師 多田ゆかりさん（生涯学習
アドバイザー）
申込み 前日までに、電話また

健康づくり体験教室
は直接社会福祉法人東京栄和
会（一番町12いきいきプラザ一
番町1３２６５―６３１１）へ。

高齢者センターのマシントレ
ーニング指導など、区の介護予
防事業を補助するボランティア
の養成講座です。
とき ２月27日（金）午後１時30分
～３時30分
会場 高齢者センター（神田神保
町２―20）
対象 区内在住・在勤・在学者
30名（申込順）
申込み 前日までに、電話で高齢
介護課介護予防係（1５２１１

いきいきリーダー養成講座

―４２２２）へ。

障害のある方が働くことにか
かわる悩みや困りごとの相談を
お受けします。
対象 区内在住で身体障害・知的
障害・精神障害・高次脳機能障
害・発達障害のある方

障害者就労支援センター
気軽にご相談ください

※手帳をお持ちでない方も受け
付けます。

内容 仕事探しの相談、仕事先
での支援など

問合せ 障害者就労支援センター
（生活福祉課内・区役所３階）

1３２６４―２１５３
6３２６４―０９２７

chiyoda.fukushika777＠
oregano.ocn.ne.jp

No. 1248 21.1.20（4）千代田区コールセンター　3264ー3910
サンキューイーワ

▲囲碁大会（九段生涯学習館）

保健ガイド（予約制） 
 と　　き 実施場所  事 業 名 ・ 対 象 な ど  

千代田保健所  1３２９１－３６４１　6３２９１－３６５０ 
問合せ 

２/６（金）・１３（金）・２０（金）・２７（金） 
午前９時３０分～午後２時３０分 
 
２/４（水）・１８（水）・２５（水） 
午前９時３０分～１１時／午後１時３０分～３時 
※２５（水）は午前のみ 
 

一般精神デイケア  
　区内在住で心の病気のある方 

機能訓練  
　要介護認定を受けていない２０歳 
　以上の区内在住で身体の機能維 
　持・回復を必要としている方 

難病リハビリ教室（相談・指導） ２/２５（水）午後１時３０分～３時 

在宅療養者訪問指導 
（保健師・理学療法士） 随時実施 

千代田 
保健所 

o　町 
庁　舎 

会　　場 と　　　き毎週

いきいきプラザ一番町（一番町１２）

岩本町ほほえみプラザ（岩本町２－１５－３）
高齢者センター（神田神保町２－２０）
神田児童館(外神田３－４－７昌平童夢館５階)

２/３・１０・１７・２４ 午前１０時～正午

２/２・９・１６・２３ 午前１０時～正午

２/４・１８・２５ 午前１０時～正午
２/４・１８・２５ 午後１時３０分～３時３０分
２/５・１２・１９・２６ 午前１０時～正午

２/２・９・１６・２３ 午後２時～４時

２/３・１０・１７・２４ 午後1時３０分～３時３０分

富士見区民館（富士見１－６－７）
かんだ連雀（神田淡路町２－８－１）

o町区民館（o町２－８） 火

火

水

水

木
神田公園区民館(神田司町２－２) ２/５・１２・１９・２６ 午後１時３０分～３時３０分木

月

月

高齢介護課介護予防係
1５２１１－４２２２
※当日直接会場へ。シルバートレーニングスタジオ

■内科・小児科■　診療時間：午前９時～午後１０時 

■歯　科■　診療時間：午前９時～午後５時 

■薬　局■　営業時間：午前９時～午後５時 

２月の休日応急診療当番医等 

＊受診するときは、あらかじめ電話でお問い合わせください。 ＊健康保険証を必ずお持ちください。 

 

●消防署病院案内（24時間） 
　丸の内13215－0119　　l町13264－0119　　神田13257－0119 
 

●医療機関案内サービス「ひまわり」（24時間）15272－0303
 http://www.himawari.metro.tokyo.jp

●消防庁救急・相談センター（24時間）1♯7119（ダイヤル回線からは13212－2323） 

休
日
診
療
案
内
等 

■平日準夜間の小児科診療（月～金曜19時～22時、 中学生以下） 
　ちよだこども救急室・駿河台日本大学病院（13293－1711神田駿河台1－8－13）　 

１日 

８日 

１１日 

１５日 

２２日 

 

１日 

８日 

１１日 

１５日 

２２日 

 

１日  

８日 

１１日 

１５日  

２２日 

永 井 ク リ ニ ッ ク  

半 蔵 門 病 院  

p 町 ク リ ニ ッ ク  

大 森 胃 腸 科  

市ケ谷駅前診療所  

 

藤 林 歯 科 医 院  

ふ く だ 歯 科 医 院  

保 坂 歯 科 医 院  

船 曳 歯 科 医 院  

保 富 歯 科 医 院  

 

コトブキ調剤薬局  
清 水 薬 局  

お茶の水調剤薬局本店 

コトブキ調剤薬局  

三 崎 調 剤 薬 局  
小 西 三 誠 堂 薬 局  

コトブキ調剤薬局  

1３５５６―８１０１ 

1３２３９―３３５５ 

1３２３８―７６５４ 

1３２３４―６２２６ 

1３２３４―５０２１ 

 

1３２５４―５７３３ 

1３２５７―０５９０ 

1３２９１―８４４０ 

1３２５１―８８８３ 

1３２９３―３５７０ 

 

1３２９１―０３８０ 
1３２６１―３５５４ 

1３２９５―８６４１ 

1３２９１―０３８０ 

1３２９６―１２１０ 
1３２６２―５２９１ 

1３２９１―０３８０ 

飯田橋１―１２―１ 

p町１―１０―５ 

p町３―４―７　啓ビル５F 

隼町２―１５ 

五番町２　横山ビル１F 

 

内神田２―８―１　浅井ビル３F 

外神田４―７―２　小林ビル２F 

神田神保町１―３４ 

神田淡路町２―４　ユニオンビル２F 

神田小川町３―1　須田ビル４F 

 

神田駿河台２―１０―１ 

飯田橋１―１０―４ 

神田駿河台２―２―５　井口ビル１F 

神田駿河台２―１０―１ 

神田駿河台２―２ 

p町２―４―１０ 

神田駿河台２―１０―１ 

けい 

さん せい どう 

ふな びき 

ほ とみ 

高齢者センターの催し

同好会名・内容 と　き

２月９日（月）午前10時30分～正午

２月10日（火）午前10時～11時45分

２月10日（火）午後１時30分～３時

２月12日（木）午前10時15分～11時45分

２月13日（金）午後２時～３時30分

自彊術（じきょうじゅつ＝健康体操）

ハッピーエアロ（＝エアロビクス）
※室内用運動靴が必要です

万華（まんげ）の会（＝ヨガ）

丹田（たんでん）呼吸法

気功太極拳同好会

▼健康運動ウィーク

■節分福まき会と演芸会
今年の福を呼び寄せましょう。

どなたでも参加できます。当日
直接会場へ。
とき ２月２日（月）午後１時30分
～２時30分
内容 第１部＝NPO法人善の快
（いいのかい）による講談・落

語など／第２部＝豆まき
■健康講演会「家庭でできる簡単
リンパマッサージ」
日常的なむくみや、がん手術後

のむくみケアについて話します。
とき ２月６日（金）午後１時～２
時30分
対象 60歳以上の区内在住者50

名（申込順）
講師 佐藤明子さん（心愛治療院
院長）
参加費 300円
申込み 電話または直接高齢者
センター窓口へ。
■健康運動ウィーク
高齢者センターで活動する運

動系同好会に体験入会してみませ
んか。
とき・内容 左下表のとおり
対象 60歳以上の区内在住者各

10名（申込順）
持ち物 タオル、飲み物
※動きやすい服装でおいでくだ
さい。

申込み 前日までに、電話または
直接高齢者センター窓口へ。
■講演会「知っておきたい戸籍の
お話」
戸籍にまつわるさまざまな社

会問題や現場ならではの話を紹
介します。
とき ２月13日（金）午後１時30分
～２時30分

対象 60歳以上の区内在住者50

名（申込順）
講師 福澤隆行さん（東京法務局
法務事務官）

申込み 電話または直接高齢者
センター窓口へ。

■マッサージサービス
とき １月27日（火）・28日（水）午前
10時～午後２時10分

※１人あたり30分です。

対象 60歳以上の区内在住者96

名（申込順）
申込み １月22日（木）午前９時30

分から、本人または家族が直
接高齢者センター窓口へ。

※電話申込みはできません。
※利用証が必要です。お持ちで
ない方は年齢と住所を確認で
きるものをお持ちください。

―いずれも―
会場 高齢者センター（神田神保
町２―201３２６５―３９８１）

豆をまく方（60歳以上の丑年
〈うしどし〉生まれと90歳以
上の方）を募集
申込み　１月31日（土）までに、
電話または直接高齢者セ
ンター窓口へ。



（5）No. 1248 21.1.20 区役所の代表電話　3264ー2111

鬼は外、福は内
節分のお話を聞いたり、豆まきをし

ましょう。
■b町保育園
未就園児の親子、２組まで食事つき

（申込順）、三番町７13261―7960
■神田保育園
未就園児の親子、神田淡路町２―15

13253―6258
■西神田保育園
未就園児の親子５組、西神田２―６

―２15215―9060
■四番町保育園
未就園児の親子、２組まで食事つき

（申込順）、四番町1113234―2269
■いずみこども園
未就園で１・２歳児クラスの親子３

組、神田和泉町１13866―9938
―いずれも―

２月３日（火）10時～11時、要予約
・・・・・・・・・・・・・・・・・
■四番町保育園「おおきくなったかな」
身長・体重測定や育児相談など。２

月10日（火）９時20分～14時30分、就学前
の親子、四番町1113234―2269、要予約
■飯田橋保育園「こぶとりじいさん」
劇団「貝の火」による楽しい人形劇で

す。２月17日（火）10時～10時50分、地域
の親子、飯田橋３―９―1713264―1744、
要予約

■一番町児童館「つなげよう！ひろげ
よう！異世代の輪」
地域の皆さんと一緒に伝承遊びやス

テージ発表を楽しみましょう。

児童館・児童センター

保育園・こども園

１月31日（土）13時30分～16時、一番町
1013230―0866
■西神田児童センター「新年お楽しみ
会」
もちつき会・ゲーム会を行います。
１月31日（土）13時30分～15時30分、区
内在住・在園・在学者、西神田２―６
―２15215―9062、当日直接会場へ。

リズム遊び・ふれあい遊びを通し音
楽に親しみます。児童施設活性化支援
事業です。
２月13日・20日・27日・３月６日・

13日のいずれも金曜（全５回）
幼児の部（年少～年長） 15時～15時
30分、区内在住・在園の幼児20名
（申込順）
小学生の部 15時45分～16時30分、区
内在住・在学の小学生20名（申込順）

―いずれも―
神田児童館、講師＝後藤紀子さん

（聖心女子専門学校講師）、１月30日（金）
までに直接神田児童館（外神田３―４―
７13253―6021）へ。

千代田区立図書館は、お子さんが本
に親しめるように、定期的に絵本の読
み聞かせ（30分程度）を行っています。
■四番町図書館13239－6357

絵本コーナー（ミニおはなし会）
２月８日・15日のいずれも日曜14時

～（幼児以上向け）

子どもに聞かせる宇宙の不思議～大人
のための天文学入門～
天文学の素朴な疑問から最新情報ま

でを、わかりやすく話します。子ども
や親子での参加もできます。
２月18日（水）18時30分～20時、千代田
図書館子ども室（区役所10階）、定員20

名（申込順）、講師＝縣
あがた

秀
ひで

彦
ひこ

さん（国立
天文台准教授）、科学技術週間のホー
ムページ（http://stw.mext.go.jp）から
申込みを。
文部科学省科学技術・学術政策局基

盤政策課 16734―4191

千代田図書館 サイエンスカフェ

おはなし会・絵本コーナー

親子でリズム１・２・３

区立の小・中学校や幼稚園・保育
園・こども園で学習や生活をサポート
する支援員の登録を１月21日（水）から開
始します。勤務は４月以降です。
勤務内容 個別のサポートを必要とす
る子どもたちへの学習・学校生活の
活動支援
勤務場所 区立学校（園）
対象 20歳以上の方
※報酬や勤務日数、登録方法など詳し
くは、お問い合わせください。
育成・指導課 15211―4286

３月３日（火）・５日（木）・９日（月）・10日
（火）・12日（木）（全５回）16時～17時15

分、神田さくら館プール（神田司町２
―16）、区内在住・在学の小学生80名
（申込順）、参加費＝1,100円、２月17日
（火）（必着）までに往復ハガキ（８面参
照・１人１枚）に学校名・学年・性別・
泳力レベル区分（A＝全く泳げない／

子ども水泳教室

学習・生活支援員の募集 B＝バタ足で10m／C＝息継ぎができな
いがクロールで15m／D＝クロールで
25m）を記入し千代田区水泳連盟（〒101

―0047内神田２－１－８スポーツセン
ター内千代田区体育協会気付）へ。
千代田区水泳連盟・齊藤

1049―286―2865

３月19日（木）19時スポーツセンター前
出発～22日（日）、菅平高原ダボススキー
場（長野県上田市・リゾートロッジ花

か

す画
が

泊）、区内在住・在学の小学校３～
６年生35名（申込順）、参加費＝31,000

円（バス代・宿泊料・傷害保険料など）、
２月20日（金）（必着）までに往復ハガキ
（８面参照・グループは５名まで・代
表者と全員の必要事項を記入）で千代
田区スキー協会（〒101―0047内神田２
―１―８スポーツセンター内千代田区
体育協会気付）へ。
千代田区スキー協会・石井

1090―1531―6147

ジュニアスキー講習会

▲九段小児童が花植え（番町学園通り）

 と　　き 実施場所  事 業 名 ・ 対 象 な ど  

随時受付 
９時～１７時 

２/１４（土）９時～１１時 
２/１９（木）１３時～１６時 
 
２/４（水）１３時～１６時 
２/２５（水）９時～１１時 

２/２（月）・９（月）・１６（月）１３時３０分～１６時 

２/１２（木） 
１４時３０分～１５時 

２/２４（火） 
１３時３０分～１４時３０分 

栄養相談 
　生活習慣病の予防と改善、離乳食など
食事に関する相談 

西神田 
児　童 
センター 

健康ちぇっく（予約制） 千代田保健所  1３２９１－３６４１　6３２９１－３６５０ 
問合せ 

千代田 
保健所 

歯科保健相談（歯科健診） 
区内在住の乳幼児・学童・妊産婦の方 

・歯科健診やむし歯予防のための処置を
行います。 

まま・ぱぱ学級（両親学級） 
主に初妊婦（妊娠中期）とその家族 

アレルギー相談  
０～１５歳のアレルギー相談 

歯みはみ相談  
区内在住の１・２歳児 
・歯科衛生士が、お口の健康相談・歯みが
き実技などの個別相談をします。 

２/１９（木） 
１０時～１１時３０分  

ビーバー教室 
区内在住の１２か月の乳幼児と保護者 

・お口の機能・むし歯予防のポイント・お
手入れの実演・お口の観察を行います。 

o　町 
庁　舎 

掲載した写真を差し上げます。詳しくは、広報広聴課へ。

ワン ツー スリー

対象 保護者の就労や病気などの理由
で、学校から帰っても世話をしてく
れる人がいない区内在住または区立
小学校在学の小学生
利用時間 月～金曜＝下校時間～17時
（申請による延長は19時まで）／土
曜＝９時～17時（民間学童クラブは、
19時まで延長あり）
※日曜・祝日・年末年始は休み
費用 育成料＝月額4,000円（当分の間
は2,000円）／おやつ代＝月額1,500円
程度（実費）

申込み ２月２日（月）～28日（土）（日曜・
祝日を除く）に申込書（各施設で配布）
を直接希望するクラブへ。
※申込みは、区立学童クラブ・民間学
童クラブのいずれか１か所に限りま
す。
※定員を大幅に超える申込みがあった
場合は、新１年生を優先した入会基
準により決定します。
※入会の可否通知は、３月21日（土）ま
でに郵送します。

「学童クラブ」クラブ員募集平成21年度

連絡先 

1３２３０－０８６６ 

1３２３４－３０８４ 

1３２６２－１０４０ 

1３２５３－６０２１ 

1５２１５－９０６２ 

名　称 

▼区立学童クラブ（児童館併設） 

定員（名） 所在地 

一番町学童クラブ 一番町１０ 

四番町１１ 
富士見２－３－６ 

外神田３－４－７ 

西神田２－６－２ 

四番町学童クラブ 

富士見学童クラブ 

神 田 学 童 ク ラ ブ 

西神田学童クラブ 

各５０ 

各４０ 

名　称 

▼民間学童クラブ 

定員（名） 所在地 連絡先 

アフタースクールさくら 神田司町２－１６（千代田小学校内） 

o町２－８（o町小学校内） 
六番町８（番町小学校内） 

神田和泉町１ 
（ちよだパークサイドプラザ内） 

アフタースクールこうじ町 

アフタースクール番町 

いずみ学童クラブ 

６０ 

３０ 

４０ 

６０ 

1５２０７－５８００ 

1３５５６－９７００ 

1５２１３－３５０６ 

猿楽町１－１－１（お茶の水小学校内） アフタースクールお茶の水 ３０ 1５２８２－３１６６ 

1３８６５－１４６１ 

※アフタースクールは学校施設を活用して実施するため、入会は実施学校の在籍児童を優
先します。 

※アフタースクールの基本的な内容は区立学童クラブに準じますが、民間事業者ならではの
特色ある活動も実施しています。詳しくは、各民間学童クラブへお問い合わせください。 

渦巻銀河（国立天文台提供）

▲昨年の様子

千代田の子どもたち
連合作品展を区民ホールで開催

区立全園の園児・全学校の
児童・生徒が制作した絵画・
書道・造形作品を展示します。
今回から保育園児の作品も加
わりました。子どもたちの力
作をぜひご覧ください。
２月６日（金）～８日（日）10時

30分～17時30分（初日は９時30

分～19時）、区民ホール（区役
所１階）
育成・指導課 15211―4283

2月6日～
8日
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冬はウイルスによる胃腸炎が多発し
ますが、その中でもノロウイルスによ
るものが多く見られます。潜伏期間は
１～２日で、症状は吐き気、おう吐、
下痢、腹痛を伴うことが多く、発熱は
軽度です。これらの症状は１～３日で
治まりますが、体力のない幼児や高齢
者は入院が必要になることもあります。
ノロウイルスの感染予防のために
①外出後やトイレに行ったとき、調理
や食事の前には必ず石けんで手を洗
う。
②ドアノブや便座は塩素系消毒液でふ
き取る。
③ノロウイルスに感染したおう吐物や
便の処理をする場合は、マスク・エ
プロン等をし、汚物に直接触れない
ようにする。
※汚物が付着していた床は塩素系消毒
液でふき取りましょう。乾燥した便
やおう吐物からウイルスが空気中に
舞い上がって感染することがありま
す。
ノロウイルスに感染したら ノロウイ
ルスに効く薬はないので、脱水や体
力の消耗を抑えるために水分をと
り、栄養補給を心がけてください。
手洗いに使うタオルは本人の専用に
するかペーパータオルで使い捨てに
してください。入浴は一番最後にし、
タオル類の共用はやめましょう。
ノロウイルスの汚物処理のために用意
しておきたい物品 ①使い捨て手袋②
マスク③エプロン④ペーパータオル
（ふき取り用）⑤ビニール袋⑥次亜塩素

ノロウイルス感染に
注意しましょう

酸ナトリウム（塩素系）⑦専用バケツ
健康推進課感染症担当 13291―3655

区内在住で過去に肝炎ウイルス検査
を受けていない方に、緊急肝炎ウイル

肝炎ウイルス検査の受診を

ス検査を３月31日まで実施しています。
20歳～39歳の方／40歳以上で肝炎ウ

イルス検査を受診する機会が無い方
※詳しくは、健康推進課保健予防係
（13291―3654）へ。

■固定資産税（償却資産）
固定資産税は、土地や家屋のほかに

償却資産（機械や備品などの事業用資
産）にも課税されます。１月１日現在、
東京23区内で償却資産を所有している
方は、資産の所在する区の都税事務所
へ申告してください。
なお、税制改正で減価償却資産の耐

用年数表が変更されました。詳しくは
「固定資産税（償却資産）申告の手引き」
や（都）主税局のホームページ（http://
www.tax.metro.tokyo.jp）をご覧くだ
さい。
※申告には電子申告が利用できます。
詳しくは、eLTAX

エ ル タ ッ ク ス

のホームページ
（http://www.eltax.jp）をご覧いただ
くかサポートデスク（1 0 5 7 0―
081459）にお問い合わせください。
■住宅用地
１月１日現在、住宅の敷地として利

用している土地（住宅用地）は、固定資
産税・都市計画税が軽減されます。
平成20年中に東京23区内で次の変更

があった場合は、その土地の所在する
区の都税事務所へ申告してください。
・住宅の新築、増築、建替え
・住宅の全部または一部取壊し
・家屋、土地の用途変更
・災害等による住宅の滅失、損壊
申告期限 いずれも２月２日（月）
問合せ 千代田都税事務所

13252―7141

区民葬儀券を区民葬儀取扱業者に提
出すると、東京23区と協定した料金（祭
壇料金・霊きゅう車料金・火葬料金・
遺骨収納容器料金）で、葬儀ができます。
区民葬儀券を利用する場合は、死亡

届を総合窓口課へ出す際に申し出てく
ださい。

http://www.city.chiyoda.lg.jp/
service/00015/d0001521.html

区民商工課管理係 15211―4181

千代田万世会
館（外神田１―１
―７）は、区民の
皆さんの葬祭施
設 で す 。 集 会
室・会議室とし
ても利用できま
す。
※葬儀の申込み
は24時間受付。
千代田万世会館

15295―2831
http://www.

chiyodamansei.jp

葬儀・法要は千代田万世会館で

区民葬儀券のご案内

都税の申告

名　称

２月の各種相談（無料）
場　所 内　　容 問合せと　き対　象

日程が変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

区 民 相 談

保 健 福 祉
オ ン ブ ズ
パーソン相談

福 祉 専 門
法 律 相 談

メ ン タ ル
ヘ ル ス
相 談 室

成 年 後 見
制 度 相 談

介 護 者 の
た め の
カウンセリング

親 と 子 の
心 理 相 談

（予約制）

（予約制）

区民相談室
（区役所２階）

区内在住・在
勤者

区内在住・在
勤・在学者

どなたでも

区内在住者と
その家族、在
勤・在学者

１８歳未満で区
内在住・在学
のお子さんが
いる家庭

高齢者を介護
している区内
在住者

区内在住の高
齢者を介護し
ている方

４０４会議室
（区役所４階）
３０１会議室
（区役所３階）

男女共同参画
セ ン タ ー
M IW相談室

男女共同参画
セ ン タ ー
M IW相談室

児 童・家 庭
支援センター
（神田さくら館
６階）

（区役所１０階）

（区役所１０階）

法律相談（予約制）

税務相談

夫婦関係・子育て・セクシュアルハラス
メント・ドメスティックバイオレンスなど
の悩みに女性カウンセラーが応じます。
託児サービス（有料・要予約）あり。

区や事業者が提供する保健福祉サー
ビス全般への不満・苦情を受け付けま
す。郵送での相談も受け付けます。
〒１０２－８６８８九段南１－２－１福祉総務
課保健福祉オンブズパーソンへ。

福祉に関する悩みごとのほか、消費者
被害や契約、相続や遺言の相談に弁護
士が応じます。

成年後見制度の利用相談のほか、後見
活動の悩みや不安にお答えします。

介護をすることから生じるストレスに
関すること（介護ストレス・家族不仲・
家族間暴力・高齢者虐待等）に専門カ
ウンセラーが応じます。

子どもや家庭の相談に臨床心理士が
お答えします。

仕事や家庭での心の悩みなどの相談
に専門家や体験者が電話または面接
で応じます。

行政書士相談

一般相談

不動産相談

※話し中の場合
　1５２１１－８８４５
　へ。

福祉総務課
1５２１１－４２１０

MIW相談室
1５２１１－４３１６

区民相談室
1５２１１－４１７６

7０１２０－５２８－２１３
相談室専用

1５２８２－３１００

社会福祉協議会
ちよだ成年後見センター
　　　　　　　　　　

社会福祉協議会
1５２８２－３７１１

高齢介護課在宅支援係
1５２１１－４２２０

児童・家庭支援センター
予約相談専用電話
1３２５６－８１５０

４（水）・６（金）・１３（金）・１８（水）・２０（金）・２５（水）・
２７（金）１３時～１５時３０分

４（水）・６（金）・１２（木）・１８（水）・２０（金）・２６（木）
１０時３０分～１５時３０分

５（木）・１３（金）・１９（木）・２５（水）・２７（金）
１７時～２１時

１４時～１６時

１２（木）１３時～１５時

１２（木）・２６（木）１３時～１５時

５（木）・１２（木）・１９（木）・２６（木）１３時～１５時

毎日（土・日・祝日を除く）８時３０分～１７時

４（水）・１７（火）１３時～１５時

１０（火）１３時～１５時人権身の上・行政・社会保険労務相談

司法書士相談

MIW相談室
（予約制）

ミ ュ ウ

（予約制）
※上記日程以外ご相談ください。

１３（金）冷水豊委員（上智大学教授）
２４（火）高山由美子委員（ルーテル学院大
学准教授）

し み ず

や つえ ゆういち

１/２２（木）八杖友一弁護士
２/１２（木）相原佳子弁護士
２/２６（木）平澤千鶴子弁護士
１４時～１６時２０分
※上記日程以外ご相談ください。

４（水）・１８（水）１３時～１５時＝北村裕華
さん（相談員）
２５（水）１７時３０分～１９時３０分＝宮澤
秀一さん（ピア・カウンセラー＝体験
者）

毎日（日曜・祝日を除く）８時３０分～
１７時

毎週火曜１０時～１４時

３（火）１０時３０分～１２時
神村富美子さん（臨床心理士）

西神田庁舎３階
（西神田

１－３－４）

2月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１４８ ９ １０ １１ １２ １３

２１１５ １６ １７ １８ １９ ２０

２８２３２２ ２４ ２５ ２６ ２７

1月
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

１８ ２０１９ ２１ ２２ ２３ ２４

２５ ２６ ２７ ３０２９２８ ３１

非常勤職員の募集（文化財調査指導員）
採用人数 １名
勤務地 区立四番町歴史民俗資料館
（四番町１）
勤務内容 埋蔵文化財に関する業務
およびその他の資料館業務
勤務時間 ８時30分～17時15分
勤務形態 月16日勤務、原則として
平日勤務のみ
対象 大学院修士課程修了者で学芸
員資格を有する者およびこれに準
ずる者
報酬 月額210,300円（別途通勤手当
支給）
採用方法 書類選考と面接により決
定
採用日 ４月１日
提出書類 次の書類を、２月20日（金）

（必着）までに四番町歴史民俗資料
館へ。①履歴書（市販の様式）②発
掘調査歴（様式１）③報告書作成・
執筆歴（様式２）④研究業績（様式
３）⑤論文（テーマ＝遺跡の保存と
活用について1,600～2,000字）
※様式１～３は、四番町歴史民俗資
料館に来館するか、Eメールで請
求してください。
有給休暇 規定に基づき付与しま
す。
その他 任期１年以内、ただし５年
を限度に再任あり
書類提出先 区立四番町歴史民俗資
料館（〒102―0081四番町１13238

―11396 3238―0739 rekimin
@vesta.ocn.ne.jp）へ。

生
活
ほ
っ
と
ラ
イ
ン 
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このセミナーは施設や団体で、ボラ
ンティアの受入れの担当をしている方
や、新たにボランティアを募集して活
動を進める方を対象に、ボランティア
プログラムのつくり方などを、講義と
ワークショップで学ぶ講座です。
２月16日（月）13時～17時、西神田庁

舎３階会議室（西神田１―３―４）、施
設・団体のボランティア担当者等20名
（申込順）、参加費＝区内在住・在勤・
在学者は無料／その他の方は1,000円、
電話・ファクシミリまたはEメール
（８面参照）でちよだボランティアセン
ター（15282―371665282―3718
volunteer@chiyoda-cosw.or.jp）へ。

２月21日（土）14時～16時、都立駒込
病院講堂（文京区本駒込３―18―22）、
定員150名（申込順）、講師＝岩

いわ

崎
さき

善
よし

毅
あき

さん（都立駒込病院外科部長）、２月17

日（火）までに電話・ファクシミリまた
はEメール（８面参照）で都立駒込病院
がん拠点事務局（13823―210163823―
5433 koukaikouza@cick.jp）へ。

市民公開講座　胃がん
～予防・早期発見・治療～

「ボランティアマネジメントセミナー」
スキルアップ編

対象 都内在住または在勤で①尋常小
学校か国民初等科を修了したが高等
学校の入学資格のない方②現行制度
での義務教育未修了で学齢相当年齢
を超過し①に準ずる方
募集 40名
選考日 ３月８日（日）10時～
申込み ２月27日（金）（消印有効）までに
願書を郵送または直接神田一橋中学
校通信教育課程（〒101―0003一ツ橋
２―６―141 3265―59616 3265―
4040）へ。

65歳以上の高齢者のいる区内の全世
帯に配布する「高齢者サービスのしお
り」に掲載する広告を募集します。
発行部数 9,000部
広告の規格 ２色印刷　縦135mm×横
90mm
※申込者の負担で版下原稿をデータ
（ワード形式等）で作成してください。
掲載料 10,000円
掲載の決定 内容を審査し、掲載の可
否を決定します。
※掲載できない場合もありますので、
お問い合わせください。
申込み ２月５日（木）（必着）までに申
込書（高齢介護課〈区役所３階〉で配
布。区のホームページ〈ht t p : / /
www.city.chiyoda.lg.jp〉からもダウ
ンロード可）に広告原稿案を添えて、
郵送または直接高齢介護課管理係
（〒102―8688九段南１―２―１区役所
３階）へ。

特別区（東京23区）に就職を希望する
方を対象に合同説明会を開催します。
当日直接会場へ。
２月８日（日）10時30分～15時50分、

國學院大學120周年記念１・２号館（渋
谷区東４―10―28）、Ⅰ類採用試験受験
希望者
特別区人事委員会事務局任用課採用

係 15210―9787

特別区職員採用23区合同説明会

「高齢者サービスのしおり」
有料広告募集

区立神田一橋中学校
通信教育課程の生徒を募集

http://www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htm

（区）人事担当課 15211―4151

■４月28日（火）～５月６日（休）の宿泊は
抽選で受付
区内在住・在勤・在学者は専用ハガ

キを２月１日（日）から８日（日）（必着）ま
でに希望施設へ郵送してください。

GW期間中の
保養施設利用 ２月に抽選

専用ハガキは区民商工課（区役所２
階）、出張所、ちよだパークサイドプ
ラザ（神田和泉町１）で配布します。
■電話予約は４月１日（水）から
抽選終了後の４月１日（水）10時30分

から、各施設で電話予約を受け付けま
す。満室の場合はキャンセル待ちにな
ります。抽選に落選した方や申し込ま
なかった方は、この日以降に申し込ん
でください。
区民商工課管理係 15211―4181

 

 と　　き 実施場所 事 業 名 ・ 対 象 な ど

千代田
保健所

区内指定
医療機関

健康チェック（予約制） 千代田保健所  1３２９１－３６４１　6３２９１－３６５０
問合せ

若年節目健診（　　　　　　　若葉）
　区内在住で２０・２５・３０・３５歳になる方
・血液検査・骨密度測定等の健康診査の
ほか、栄養・保健指導などを行います。

　細菌検査（赤痢・腸チフス・パラチフス・サ
ルモネラ・O１５７の健康管理検便）（有料）
　区内在住・在勤・在学者
・予約不要（事前に採便管を取りに来てください）

成人健康相談
　区内在住で１６歳以上の方
・血液・骨密度等の健診を有料で行います。
　なお、身体計測は無料。診断書は発行
　しません。

生活習慣病予防相談（栄養・運動・その他）
　区内在住で２０歳以上の方
・血管年齢を測定します。

肝炎ウイルス検査　
　区内在住で過去に肝炎ウイルス検査を
　受けていない方

エイズ・性感染症（梅毒・クラミジア・淋菌）
相談・検査

心の相談　心の問題で悩んでいる方

２/６（金）・１３（金）・２０（金）・２７（金）
１３時～１６時

２/６（金）９時～９時３０分

２/５（木） ・１９（木）１３時３０分～１５時３０分

２/１４（土）・１８（水）９時～１０時

２/２５（水）９時～１６時

２/１４（土）９時～１０時
２/１８（水）９時～１０時

１月～３月生まれの方
２/１４（土）８時４５分～１０時
２/１８（水）８時４５分～１０時

区内指定医療機関の定める時間

５月の保養施設の利用申込み

○保養施設の予約は各施設のみで受け付けています。
○インターネットで空室状況の確認や予約をする場合は〔千代田区のホームページ→施設案内→
家族やグループ旅行に→各施設のホームページ〕をご覧ください。
○箱根千代田荘・湯河原千代田荘・嬬恋自然休養村は、どなたでも利用できます。
○電話での申込みは１０時３０分～１８時。フリーダイヤルは区内の固定電話からのみ通話可能です。

箱根千代田荘 1０４６０-８６-１１５０ 7０１２０-０５-４１５０ 6０４６０-８６-１１５１
湯河原千代田荘 1０４６５-６３-１１５３ 7０１２０-００８-２６７ 6０４６５-６３-３０１４
嬬恋自然休養村 1０２７９-９６-１２８０ 7０１２０-２６-１２８０ 6０２７９-９６-１２８２
メレーズ軽井沢 1０２６７-４５-２６７６ 7０１２０-４５-２６７６ 6０２６７-４５-０９２０

箱　根

区内在住・在勤・在学の方は抽選（２月実施）の申込みができます。
詳しくは、上記本文記事をご覧ください。
抽選後の４月１日（水）から電話での申込みを受け付けます。

利用したい施設へ電話で申し込んでく
ださい。
・ファクシミリやインターネットでも申
し込めますが、電話が優先です。確
実に予約を取りたい場合は電話で申
し込んでください。
・箱根・湯河原のインターネットの受付
開始は左記の電話受付開始のおお
むね３日後になります。

区内在住の方は３か月前の
同日（休館の場合は前日）の
１０時３０分から受付
（例＝５/１５泊の場合は２/１５）

区内在住以外の方は２か月
前の同日（休館の場合は前日）
の１０時３０分から受付
（例＝５/１５泊の場合は３/１５）

４月２８日～
５月６日泊
（GW期間中）

５月の上記
日程以外
の利用

湯河原

嬬　恋

軽井沢

５/９（土）（富士見地区町会連合会利用）・１３（水）～１４（木）・２０（水）・２７（水）～２８（木）

５/１１（月）～１３（水）

５/１３（水）～１４（木）・１９（火）～２１（木）

５/７（木）・１２（火）・２６（火）～２８（木）

予
約
申
込
み

５
月
の
利
用
で
き
な
い
日

区民商工課管理係  1５２１１－４１８１

往復ハガキで、
２/１０（火）～２０（金）
（消印有効）

１月～５月は芝張り工事のため休場します。

所定の用紙で、
２/２（月）～２０（金）
（必着）

４月のスポーツ施設の利用申込み スポーツセンターのみ５月分

※１　往復ハガキ（８面参照）で九段生涯学習館（〒１０２－００７４九段南１－５－１０）へ。
※２　外濠公園の空き状況は外濠公園管理事務所へお問い合わせください。
※３　外濠公園は、利用できる日でも時間帯によっては利用できない場合があります。詳しくは、

　お問い合わせください。
※４　４月分から申込受付が、スポーツセンターから九段生涯学習館（1３２３４－２８４１）へ変わります。
※５　所定の用紙をスポーツセンター（〒１０１－００４７内神田２－１－８）へ。
※６　スポーツセンターは団体利用・個人利用の区別があります。詳しくは、お問い合わせください。

外 濠 公 園

スポーツセンター

花 小 金 井 運 動
施 設（ 野 球 ）

施　設　名 申込期間 抽選 空施設受付 利用できない日

野 球

テニス
２/２５（水）
九段生涯
学 習 館

３/２（月）
スポーツ
センター

３/２（月）
九段生涯
学 習 館

３/３（火）
１０時～（申込順）
九段生涯学習館※４

３/３（火）
１０時～
（申込順）

３/２３（月）
８時３０分～
（申込順）※２※１

※５

※１月中旬～３月下旬＝工事期間　４月～５月＝芝生の養生

５/１８（月）
※６

※３

1３３４１－１７３１

1３２５６－８４４４

＊外濠公園の利用申込みで、ハガキに名前貸しなどの不正行為が多数出ています。
　実際に利用する方の名前で責任を持って申し込んでください。

往復ハガキで、
２/２（月）～２０（金）（必着）
九段生涯学習館 ※４

九段生涯学習館
へお問い合わせ
ください。

利用期間 ２月１日（日）～平成22年１
月31日（日）の１年間
申込み 所定の申請書（安全生活課・
出張所・各駐輪場で配布）に必要書
類（区内在住者は住所を証明するも
の、高校生以下は学生証の写しな
ど）を添えて郵送または直接安全生
活課（〒102―8688九段南１―２―１
区役所５階）へ。

受付時間 平日の８時30分～17時15分
※現在利用されている方も１月31日
（土）で期限切れとなりますので、更
新の手続きが必要です。
※原動機付自転車（50cc以下）の利用
を希望する方は、お問い合わせく
ださい。
問合せ 安全生活課路上障害物対策
係 15211―4345

駐輪場の利用登録者を募集
飯田橋駅第３、岩本町臨時

登録手数料

自転車

区内在住者 3,000円

その他の方 6,000円

高校生以下 3,000円

原付（50cc以下）

区内在住者 3,500円

その他の方 7,000円

▲前回の市民講座の様子
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サンキューイーワ

■着物フリマ・eco創作フリマ
開催 ２月14日（土）・15日（日）10時～16

時、JR飯田橋駅セントラルプラザ
ラムラ１階（飯田橋４―10）
出店者募集 区内在住・在勤・在学の
個人またはグループ（営利目的の出
店不可）、出店料＝１日1,000円、２
月７日（土）までにファクシミリで神
田楽

らく

市
いち

坐
ざ

「ecoフリマ」（1 5281―
782065281―7611）へ。

ゴムチューブを使って、おなか周り
を引き締めるメタボ予防プログラムで
す。
３月４日～25日の毎週水曜（全４回）

19時30分～20時30分、スポーツセンタ
ー（内神田２―１―８）、16歳以上の方
15名（抽選）、指導＝ハルスポーツビレ
ッジ公認インストラクター、参加費＝
区内在住者4,000円／その他の方＝
5,000円、２月15日（日）（必着）までに往
復ハガキ（１人１枚・記入例参照）に性
別を記入しスポーツセンター（〒101―
0047内神田２―１―８13256―8444）へ。
※１回の参加は1,500円（２月16日以降、
参加前日までに電話予約）。
※チューブの購入が可能です（4,935

円・DVD付）。

しあわせに生きることが困難な時代
だからこそ、今、私たちに必要なもの
について、憲法を通して考えてみませ
んか。ちよだ女性団体等連絡会企画の
講演会です。

21世紀のしあわせキーワード
憲法から時代を読む

アンチ・メタボプログラム
（３月コース）

フリーマーケットの開催

２月28日（土）13時30分～15時30分、
いきいきプラザ一番町地下１階カスケ
ードホール（一番町12）、定員150名（申
込順）、講師＝伊藤真さん（憲法学者）、
２月25日（水）までに電話・ファクシミ
リまたはEメール（記入例参照・件名に
講演日も記入）で国際平和・男女平等
人権課（15211―416663239―8605
kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp）へ。
※託児サービス（有料）、手話通訳（いず
れも２週間前までに要予約）あり。

NPO法人の内容や、法人格の取得方
法など、わかりやすく解説します。
２月26日（木）18時30分～20時30分、

西神田庁舎３階会議室（西神田１―３―
４）、定員50名（申込順）、講師＝坂本
文武さん（日本初の非営利経営修士号
取得者）、参加費＝500円、２月23日（月）
までに電話・ファクシミリまたはEメ
ール（記入例参照）でちよだボランティ
アセンター（1 5282―37166 5282―
3 7 1 8 v o l u n t e e r@ c h i y o d a -
cosw.or.jp）へ。

新型インフルエンザは毒性の強い鳥
インフルエンザが人から人へ容易に感
染するように変異したものといわれて
います。
新型インフルエンザウイルスはまだ

出現していないため、だれもが免疫を
持っていません。正確な情報とその対
策を学んでみませんか。
２月４日（水）13時30分～15時30分、

九段生涯学習館５階音楽視聴覚室（九
段南１―５―10）、区内在住・在勤者50

名（申込順）、内容＝第１部「新型イン

「新型インフルエンザの
脅威～予防と対策」講演会

日本人初のNPO経営修士が
語る「入門講座」

フルエンザ」細
ほそ

坪
つぼ

信
しん

二
じ

さん（特定非営利
活動法人危機管理対策機構事務局
長）／第２部「千代田区での対策」服部

はっとり

高明
たかあき

千代田保健所生活衛生課長、電話
で千代田区学習グループ連絡会（1

3234―5808・戸川または13866―0507・
西川）へ。

AED（自動体外式除細動器）は、心停
止や心室が小刻みに震える危険な状態

AEDの使い方講習会

にあるときに、緊急に使う機器です。
この講習会は、AEDの有効性や使用

法を説明した後に、模擬器で実際の使
い方を習得します。
２月４日（水）13時～14時、九段生涯

学習館３階和室（九段南１―５―10）、
講師＝酒井知江子さん（東京消防庁の
応急手当指導員認定者）、区内在住者
20名（申込順）、前日までに電話で千代
田保健所生活衛生係（13291―3643）へ。

申込書の記入例

①催しなどの名称

②郵便番号・住所

③氏名（ふりがな）

④年齢

⑤電話番号

―個人情報について―

※託児サービス（満１歳～小学校就学前が対象）
を希望する方は記入⑥お子さんの氏名（ふ
りがな）⑦生年月日

※託児サービスは本文に表示がある場合。
※往復ハガキの場合は返信側にも住所・氏名
を忘れずに。

※Eメールの場合は件名にも催しなどの名称を。
※在勤・在学の方は勤務先（学校名）、所在地、
電話番号も記入。

※費用の記載の無いものは原則無料。

■ 区主催
応募時の個人情報は厳重に管理し、その催し物のためだけに利用します。
■ 区以外
応募時の個人情報はその催し物のためだけに利用しますが、詳しくは、主催者にお問
い合わせください。

人材バンク活用講座
和の香り作り～1300年の歴史の香り～
日本人が親しんできた和の香りは

1300年の歴史があります。さまざまな
香原料を調香

ちょうこう

し、香りを楽しみます。
匂い袋とお線香を作ります。
３月８日・15日のいずれも日曜（全

２回）14時～15時30分、九段生涯学習
館（九段南１－５－10）、区内在住・在
勤・在学者20名（抽選）、講師＝今井麻
美子さん（薫物

たきもの

屋
や

香
か

楽
らく

認定香
こう

司
じ

）、参加
費＝4,000円（材料費を含む）、２月16

日（月）17時までに電話またはホームペ

ージで九段生涯学習館（1 3234―
2841 http://www.kudan-ll〈エルエ
ル〉.info）へ。

MIW
ミ ュ ウ

の講座
■MIWメディアリテラシー講座
「情報ダイエット仕事術」
生活や仕事で膨大な情報に囲まれ

て、情報過多になっていませんか。
情報を整理（ダイエット）すること

で、仕事の無駄が減り、調子のいい
状態になるための考え方や技術を身
につける講座です。
２月13日・27日のいずれも金曜（全

２回）18時30分～20時30分、講義＝研
修室（区役所４階）／交流会＝男女共
同参画センターMIW（区役所10階）、
内容＝第１回・講義（入門編）／第２
回・講義（解決編）と交流会、定員40

名（申込順）、講師＝堀
ほり

E．
エディ　　

正岳
まさたけ

さん
（Lifehacking.jp

ライフハッキング ジェーピー

管理人）、電話または
ファクシミリ（記入例参照）でMIWへ。

※託児サービス（有料・要予約）あり。
■MIWビデオサロン＆カフェ
「亀姉妹」
女性障害者３人が自立して一緒に

暮らす日常を描いた記録映画。共同
企画・制作＝女性映像集団WOM

ウ ォ ム

・障害
女性共感の韓国作品／45分放映
２月20日（金）①14時30分②18時30分

（②の回終了後ビデオサロン・カフェ
あり）、男女共同参画センターMIW
（区役所10階）、電話またはファクシ
ミリ（記入例参照）に希望日時を記入
しMIWへ。
※託児サービス（有料・要予約）あり。
■MIWグループワーク
「私の思いを身体

か ら だ

で表現」
心の中の思いを身体で表現するこ

とで自分を見つめ直してみませんか。
演劇やダンス等の経験は必要ありま
せん。どなたでも参加できます。
２月20日～３月６日の毎週金曜（全

３回）18時30分～20時30分、401会議
室（区役所４階）、女性15名（申込順）、
講師＝イトー･ターリさん（パフォーマ
ンスアーティスト）、２月17日（火）までに
電話・ファクシミリまたはEメール（記
入例参照）でMIWへ。
※託児サービス（有料・要予約）あり。
※動きやすい服装でおいでください。
更衣スペースもあります。

―いずれも―
男女共同参画センターMIW

15211―884565211―8846
miw@city.chiyoda.tokyo.jp

とき ①３月27日（金）13時～15時②
28日（土）14時～15時／16時～17時
③29日（日）11時30分～14時30分
※さくらの開花状況で変更する場合
があります。
会場 國神社特設ステージ（九段
北２―１）
募集内容 楽器演奏・大道芸・コー
ラス・マジックなど
※準備・退場を含め１団体あたり30

分
申込み ２月５日（木）（必着）までに
所定の申込書に必要事項を記入し
郵送・ファクシミリまたはEメー
ル（記入例参照）で千代田区商店
街連合会（〒101―0054神田錦町

３―21ちよだプラットフォームス
クエア４階15281―117163233―
7 5 5 7 i n f o@ c h i y o d a k u -
shoren.jp）へ。
※申込書は千代田区商店街連合会の
ホームページ（ht t p : / /www .
chiyodaku-shoren.jp）からダウ
ンロードできます。
■さくらまつり公式ガイドMAPの
店舗情報掲載も募集
３月下旬～４月初旬の「さくらま

つり」期間中に千鳥ケ淵周辺で配布
する、区内イベント情報や店舗情報
を掲載した公式ガイドMAPへの店
舗情報の掲載を募集しています。
掲載を希望する方は、１月30日（金）
までにホームページ・ファクシミリ
またはEメール（記入例参照）に必要
事項と会社名・担当者名・役職名・フ
ァクシミリ番号・Eメールアドレス・
特典を記入し、千代田区観光協会
（13292―5530 63233―7557
http://kanko-chiyoda.jp info
＠kanko-chiyoda.jp）へ。

さくらフェスティバル　出演者を募集


